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指導監査 

１ 社会福祉法人等の運営指導 

 

  (1) 社会福祉法人設立認可等の事務 

主たる事務所の所在地が函館市内で，その事業を函館市内のみで行う社会福祉法人の設

立認可，定款変更，合併認可，解散認可等に係る事務を行います。 

また，介護保険サービス事業所および障害福祉サービス事業所の指定等に係る事務も行

います。  

  

 (2) 社会福祉法人および社会福祉施設等の指導監査事務 

ア  指導監査の概要 

函館市が所轄庁となる社会福祉法人および社会福祉施設等に対して，次により指

導監査を行います。  

    (ｱ) 社会福祉法人および社会福祉施設 

・監査の種類 法人監査 適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を 

図るための法令，通知に基づく指導事項に関する検査  

                施設監査 適正な施設の運営を確保するための利用者の処遇，施 

設整備等の事業運営全般にわたる検査  

  ・監査の方法 一般監査 法人・施設に対し，原則として年１回実施  

                随時監査 運営等に問題が発生した場合，または通報，現況報告 

の確認の結果等でそのおそれがある場合，法人・施設 

に対し随時に監査を実施  

                特別監査  社会的に許容されない不祥事の発生など特に問題を有 

する法人・施設に対し，重点的，継続的に実施  

(ｲ) 介護保険サービス事業者および障害福祉サービス事業者 

・集団指導 必要な指導の内容に応じ，講習等の方法により実施 

・実地指導 サービス事業者等の事業所において実地により実施 

・監  査 人員，設備および運営基準等の指定基準違反であると認められる場 

合もしくはその疑いがあると認められる場合に実施  

(ｳ) 有料老人ホーム 

  書面審査および実地検査を実施 
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イ 社会福祉法人および社会福祉施設等の指導監査等の実施状況等 

函館市が所轄庁となる社会福祉法人および社会福祉施設に対する指導監査ならび

に指定障害福祉サービス事業者等および介護保険サービス事業者等に対する実地指

導の実績は，次のとおりとなっています。 

 

(ｱ)『函館市社会福祉法人および社会福祉施設指導監査実施要綱』に基づく監査の実施

状況等 

 

 

 

 

 

  

文書・口頭指導 事業の一部・全部停止 

0 0 

（４）「Ｄ」格付の法人・施設を対象とする監査（４年に１回） 

15 

0 

「Ｃ」格付： 

「Ｄ」格付： 

1 

 

（根拠規定： 
 社会福祉法第 56条） 

（根拠規定： 
 社会福祉法第 56条） 

7 

（３）「Ｃ」格付の法人・施設を対象とする監査（２年に１回） 

0 
 

0 

（２）「Ｂ」格付の法人・施設を対象とする監査（毎年度１回） 

0 

役員の解職命令 

実施件数 

法人 施設 

財政悪化および再建中の法人で改善方向にある法人 

運営上特に問題はないが，継続して確認・指導が必要と認められる法人・施設 

法人の解散命令 

３．随時指導監査（根拠規定：社会福祉法第 56条） 

合計 

平成２６年度実績 

監   査   の   種   類 

１．一般監査（根拠規定：社会福祉法第 56条） 

（１）「Ａ」格付の法人・施設を対象とする監査（随時および毎年度１回） 

72 

 

16 79 

0 0 

0 

2 

16 81 

（根拠規定： 
 社会福祉法第 56条） 

平成２６年度 指導・処分実績件数 

0 

179 

改善命令 

（根拠規定： 
 社会福祉法第 56条） 

「Ａ」格付： 

「Ｂ」格付： 

（根拠規定： 
 実施要綱第 12条） 

前年度に文書指導し継続して確認および指導が必要と認められた法人・施設 

財政悪化および再建中の法人 

前年度に新設された法人・施設 

当該年度に補助事業による施設整備を行う法人 

ＡおよびＢ以外の法人・施設 

Ｃの法人のうち，苦情解決への取り組みが適切に行われ，かつ福祉サービス 
第三者評価事業を受審しその結果の公表を行うなどサービスの質の向上に努 
めていると判断される法人 

２．特別監査（根拠規定：社会福祉法第 56条） 
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(ｲ)『函館市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱』に基づく監査の 

実施況等 

１．集団指導
（根拠規定：障害者総合支援法第48条，第51条の27）

２．実地指導
（根拠規定：障害者総合支援法第48条，第51条の27）

（１）前年度に実地指導を行っていない「指定障害者支援施設設置者」を対象と

　　する実地指導

（２）前年度および前々年度に実地指導を行っていない「指定障害福祉サービス

　　事業者」および「指定相談支援事業者」を対象とする実地指導

（３）前年度に監査対象となった「指定障害福祉サービス事業者」等

（４）前年度に実地指導の結果，文書指導が行われた「指定障害福祉サービス事

　　業者」等のうち，実地指導が必要と認められる「指定障害福祉サービス事業

　　者」等を対象とする実地指導

３．監査
（根拠規定：障害者総合支援法第48条，第51条の27）

（１）通報・苦情・相談等に基づき実施する監査

（２）相談支援事業等へ寄せられる苦情に基づき実施する監査

（３）自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者を対象と

　　する監査

（４）実地指導において確認した情報に基づき実施する監査

　の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断に基づき実施する監査

　正な請求と認められる事業者を対象とする監査

 （根拠規定：

 　障害者総合支援法

 　第50条，第51条の

 　29）

 　実施要綱第12条）  　障害者総合支援法  　障害者総合支援法  　障害者総合支援法

文書・口頭指導 勧告 命令 指定の一部・全部停止

平成26年度実績
監査の種類

実施件数

269

　 28）  　28）  　29）

 　第49条，第51条の  　第49条，第51条の  　第50条，第51条の

 （根拠規定：  （根拠規定：  （根拠規定：  （根拠規定：

253 0 0 0 0

187

合計

平成２６年度　指導・処分実績件数

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

指定の取消

ア．著しい運営基準違反が確認され，利用者および入所者等の生命または身体

イ．自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され，その内容が著しく不

78

4
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(ｳ)『函館市介護保険サービス事業者等指導要綱および監査要綱』に基づく指導および

監査の実施状況等  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エ．介護保険法に規定されている介護サービス情報の報告の拒否等に関する 
  情報に基づき実施する監査 

合計 

7 

  

 

 

 

715 

 

 

ア．通報・苦情・相談等に基づき実施する監査 

イ．国民健康保険団体連合会，地域包括支援センター等へ寄せられる苦情に 
  基づき実施する監査 

ウ．北海道，他の市町村および連合会からの通報情報に基づき実施する監査 

482 

226 

2 

224 

2 

（２）実地指導を除く確認情報に基づき実施する監査 

イ．介護報酬の請求に不正または著しく不当な行為があったことを疑うに 

  足りる理由がある事業所等を対象とする監査 

ウ．介護保険法に規定されている事業所の設備および運営に関する基準に重大 
  な違反があると疑うに足りる理由がある事業所等を対象とする監査 2 

（１）実地指導において確認した情報に基づき実施する監査 

（２）一般指導 

ア．介護給付等対象サービスの内容に不正または著しい不当があったことを 
  疑うに足りる理由がある事業所等を対象とする監査 

ア．毎年度，国の示す指導重点事項に基づき，介護保険サービス事業者等を 

  対象とする一般指導 

イ．内部告発ならびに利用者およびその家族などからの情報提供を受けて， 

  一般指導が必要と認められる介護保険サービス事業者等を対象とする一般 
  指導 

ウ．その他，特に一般指導を要すると認める介護保険サービス事業者等を対象 

  とする一般指導 

１．集団指導 

        
（根拠規定：介護保険法第 76条，第 78条の 7，第 83条，第 90条，第 100条，第 115条の 7， 

                 第 115条の 17，第 115の 27） 

３．監査 

      （根拠規定：介護保険法第 76条，第 78条の 7，第 83条，第 90条，第 100条，第 115条の 7， 
                第 115条の 17，第 115の 27） 

210 

5 

9 

２．実地指導 
     （根拠規定：介護保険法第 76，第 78条の 7，第 83条，第 90条，第 100条， 
                 第 115条の 7，第 115条の 17，第 115の 27） 

（１）合同指導 

監   査   の   種   類 

  

実施件数 

5 
5 

平成２６年度実績 
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（根拠規定： 
  要綱第 3条） 

（根拠規定： 
  介護保険法第 76条の 
2，第 78条の 9，第 83条 
の 2，第 91条の 2，第 
103 条，第 115条の 8， 
第 115条の 18，第 115の 
28 

（根拠規定： 
  介護保険法第 76条の 
2，第 78条の 9，第 83条 
の 2，第 91条の 2，第 
103条，第 115条の 8， 
第 115条の 18，第 115の 
28 

（根拠規定： 
  介護保険法第 77条， 
第 78条の 10，第 84条， 
第 92条，第 104条，第 
115条の 9，第 115条の 
19，第 115の 29 

（根拠規定： 
  介護保険法第 77条， 
第 78条の 10，第 84条， 
第 92条，第 104条，第 
115条の 9，第 115条の 
19，第 115の 29 

192 3 0 4 0 

文書・口頭指導 勧告 命令 指定の一部・全部停止 指定の取消 

平成２６年度 指導・処分実績件数 


